
○目黒区旅館業法施行条例施行規則 

昭和５５年５月 

目黒区規則第４１号 

改正 平成３０年６月２９日規則第４０号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下「法」という。）、旅館

業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以下「省令」という。）及び目黒区旅館業法

施行条例（平成２４年３月目黒区条例第１５号。以下「条例」という。）の施行に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（営業許可申請） 

第２条 省令第１条の規定による申請書は、別記第１号様式によるものとし、次に掲げる

書類を添付して、区長に提出しなければならない。 

（１） 当該営業施設を中心とした半径３００メートル以内の住宅、道路及び学校等の見

取図 

（２） 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図並びに登記事項証明書 

（３） 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図 

（４） 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

（５） 申請者が賃借人である場合は、賃貸人が旅館業の用に供することを目的とした賃

借物の転貸を承諾したことを証する書類 

（６） 申請者が転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が旅館業の用に供することを目

的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書類 

（７） ２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号)

第２条第２項に規定する区分所有者をいう。）が存する建物が人の住居の用に供する専有部

分（同条第３項に規定する専有部分をいう。）のあるものである場合は、当該専有部分の用

途に関する規約の写し 

（８） 前号の場合において、当該建物に規約がないとき又は規約に旅館業を営むことに

ついての定めがないときは、管理組合（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平

成１２年法律第１４９号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。）に当該建物において

旅館業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類 

（営業許可書の交付等） 

第３条 区長は、法第３条第１項の規定により許可をしたときは、別記第２号様式による

営業許可書を交付し、旅館業営業許可台帳に記載するものとする。 

２ 区長は、法第３条第２項及び第３項の規定により許可をしないときは、別記第４号様

式による不許可通知書により通知するものとする。 

（承継承認申請書等） 



第４条 省令第２条第１項及び第３条第１項の規定による申請書は、別記第５号様式及び

別記第６号様式によるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人

又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添

付して、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、法第３条の２第１項及び第３条の３第１項の規定により承認をしたときは、

別記第７号様式による営業承継承認書及び別記第８号様式による営業承継承認書を交付す

るものとする。 

３ 区長は、法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用する法第３条第２項

又は第３項の規定により承認をしないときは、別記第９号様式による不承認通知書及び別

記第１０号様式による不承認通知書により通知するものとする。 

（変更等の届出） 

第５条 省令第４条の規定により届出をしようとする者は、別記第１１号様式による変更

届又は別記第１２号様式による停止若しくは廃止届を区長に提出しなければならない。 

（宿泊者名簿） 

第６条 省令第４条の２第３項第２号の区長が必要と認める事項は、次のとおりとする。 

（１） 性別 

（２） 年齢 

（３） 電話番号 

（４） 前宿泊地 

（５） 行先地 

（６） 到着日時 

（７） 出発日時 

（８） 室名 

（換水） 

第７条 条例第４条第８号イただし書の規定による換水は、浴槽水が第９条第４項に定め

る水質基準を満たすために必要な程度行うものとする。 

（貯湯槽を使用するときの措置） 

第８条 条例第４条第８号エ（ア）の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、１年に１

回以上行うものとする。 

２ 条例第４条第８号エ（イ）の規則で定める温度は、摂氏６０度とする。 

（ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置） 

第９条 条例第４条第８号オ（ア）の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、１

週間に１回以上行うものとする。 

２ 条例第４条第８号オ（イ）の規定による配管の内部の消毒は、１週間に１回以上行う

ものとする。 

３ 条例第４条第８号オ（ウ）の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。 



４ 条例第４条第８号オ（オ）の規則で定める水質基準は、次のとおりとする。ただし、

当該基準（第３号及び第４号の基準を除く。以下この条において同じ。）により難い場合で

あって、区長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適用し

ないことができる。 

（１） 濁度は、５度以下とすること。 

（２） 過マンガン酸カリウム消費量は、１リットルにつき２５ミリグラム以下とするこ

と。 

（３） 大腸菌群数は、１ミリリットル中に１個以下とすること。 

（４） レジオネラ属菌は、検出されないこと。 

５ 条例第４条第８号オ（カ）の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌につい

て１年に１回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。 

（営業従事者名簿の記載事項） 

第１０条 条例第６条第５号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

（１） 氏名 

（２） 生年月日 

（３） 住所 

（４） 従事職種 

（５） 就業年月日 

（玄関帳場の設置を要しない場合） 

第１０条の２ 条例第７条第１号のただし書きの規則で定める場合は、法第５条に該当す

るかを判断するための設備を備えている場合とする。 

（共同便所の便器の数） 

第１１条 条例第７条第９号イの規則で定める宿泊定員に応じた数は、次の各号に掲げる

場合に応じ、それぞれ当該各号に定める数以上とする。この場合において、男子用及び女

子用の便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。 

（１） 便所を付設していない客室の合計定員（以下この条において「合計定員」という。）

が３０人以下の場合 次の表の左欄に掲げる合計定員に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る数 

合計定員 数 

５人以下 ２ 

６人以上１０人以下 ３ 

１１人以上１５人以下 ４ 

１６人以上２０人以下 ５ 

２１人以上２５人以下 ６ 

２６人以上３０人以下 ７ 
 

 



 

（２） 合計定員が３１人以上３００人以下の場合 ３０人を超えて１０人（１０人に満

たない端数は、１０人とする。）を増すごとに１を７に加算した数 

（３） 合計定員が３０１人以上の場合 ３００人を超えて２０人（２０人に満たない端

数は、２０人とする。）を増すごとに１を３４に加算した数 

（共同洗面所の給水栓の数） 

第１２条 条例第７条第１０号で定める共同洗面所は、設備を付設していない客室の合計

定員について、５人（５人に満たない端数は、５人とする。）につき１個の割合で算定した

数とするよう努めること。また、当該合計定員が３１人以上の場合は、３０人を超えて１

０人（１０人に満たない端数は、１０人とする。）を増すごとに１を６に加算した数とする

よう努めること 

（衛生措置基準の特例） 

第１３条 条例第１１条の規則で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められ

る場合に限り、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 省令第５条第１項に規定する施設 条例第４条第２号アからエまでに掲げる照度

のそれぞれについて、その２分の１とすること。 

（２） 省令第５条第１項に規定する施設及び条例第７条項ただし書に規定する施設  

条例第４条第６号アの基準を、１の客室の有効部分の面積１．５平方メートルについて１

人とする。 

 

付 則 

１ この規則は、昭和５５年６月１日から施行する。 

 

（省略） 

 

付 則（平成２８年３月１８日規則第２１号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するもの

は、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 

付 則（平成３０年６月２９日規則第４０号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の目黒区旅館業法施行条例施行規則別記第１号様式、別記第６

号様式、別記第１１号様式及び別記第１２号様式の規定により作成した様式で現に用紙が

残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 

 


